
令和２年度第１回草津市情報公開･個人情報保護審議会議事録（案） 

 

＜議事概要＞ 

１．保有個人情報の収集および外部提供に関する意見（報告）…子ども家庭課および学校教育課 

(1) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 

・ ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業の実施にかかり、他の自治体との情報連携が必要と

なることから、草津市個人情報保護条例第７条第１項第６号に基づく個人情報の他の地方公

共団体等からの収集および同条例第１０条第１項第７号に基づく他の地方公共団体等への保

有個人情報の外部提供を行うにあたり、第７条第３項ただし書きの規定により審議会の意見

を聴かないで個人情報の収集および外部提供したため同条第４項の規定に基づき、当審議会

の意見を聴取した。 

・ 審議の結果、諮問のあった事項のうち本人以外から収集をすることについては事務の執行

上やむを得ないと認められ、外部提供については、外部提供を受ける者が、その所掌する事

務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る保有個人情報を利用し、かつ、当該保有個人

情報を利用することについて相当の理由があると認められることから、差し支えないものと

判断した。 

(2) 令和２年度草津市児童扶養手当および就学援助費受給者支援金給付事業 

 令和２年度草津市児童扶養手当および就学援助費受給者支援金給付事業の実施にかかり、他

の実施機関との情報連携が必要となることから、草津市個人情報保護条例第７条第１項第６

号に基づく個人情報の他の地方公共団体等からの収集および同条例第１０条第１項第７号に

基づく他の地方公共団体等への保有個人情報の外部提供を行うにあたり、第７条第３項ただ
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し書きの規定により審議会の意見を聴かないで個人情報の収集および外部提供したため同条

第４項の規定に基づき、当審議会の意見を聴取した。 

・ 審議の結果、諮問のあった事項のうち本人以外から収集をすることについては事務の執行

上やむを得ないと認められ、外部提供については、外部提供を受ける者が、その所掌する事

務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る保有個人情報を利用し、かつ、当該保有個人

情報を利用することについて相当の理由があると認められることから、差し支えないものと

判断した。 

 

２．令和元年度市政情報公開請求・個人情報開示請求等の運用状況の報告 

・ 草津市情報公開条例第３５条および草津市個人情報保護条例第５７条の規定に基づき、情

報公開請求および個人情報開示請求等の運用状況について報告した。 



＜主な意見等＞ 

①保有個人情報の収集および外部提供に関する意見（報告） 

委 員 配偶者からの暴力を理由とした避難事例の場合、受給者は、世帯主に限らないということ

か。 

担当課 はい。この制度は児童手当を参考にしており、児童手当は夫婦のうち子どもの監護をして

いて、収入の高い方が原則給付の対象となっていることから、世帯主とは限らない。 

委 員 市が臨時特別給付金の申し込みをすると記載があるが、どういった手続になるのか。 

担当課 申し込みというと、申請者が市に申請書を送付することなどが一般的な手続であるが、当

該事業では臨時特別給付金の支給対象者となった方に支給の決定通知を送付し、辞退する場

合のみ期限内に連絡いただき、辞退の申出がないことをもって市が支給対象者に臨時特別給

付金の申し込みをしたこととする。辞退の連絡がないことをもって、贈与契約が成立したも

のとして支給を行う手続になる。 

児童手当の情報を使うが、給付金は給付金であって、児童手当の上乗せではなく、児童手

当事務から給付金事務として所属の内部において個人情報を目的外利用し、提供をしている。 

 

②令和元年度市政情報公開請求・個人情報開示請求等の運用状況の報告 

委 員 情報公開について不存在で非公開というのは、情報が全くないということか。 

事務局 はい。担当者に情報公開請求の内容を確認いただきながら手続きされることが多いが、そ

うされずに情報公開請求を出された場合、当該情報がないことがあり、そういった場合が不

存在として非公開となる。 

 


